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要 旨 透析患者の高齢化にともない，透析医療の現場において人生最終段階の医療・緩和ケ
アの取り組みが課題となってきた．このような高齢透析患者の人生最終段階における

医療において，患者をどのように看取るか，どのような緩和ケアを行うかが重要な課題となって
いる．そこで，維持血液透析見合わせ時の意思決定プロセスについての提言を踏まえながら，長
崎腎病院（当院）で取り組んでいる人生最終段階の透析患者の透析の差し控えおよび継続中止の
現状とその課題について検討した．事前指示書の取得を活用することにより患者の尊厳ある生き
方を実現できた．

キーワード　人生最終段階，透析療法，非導入（差し控え）・継続中止，事前指示書

はじめに

　わが国の透析医療において透析患者は年々高齢化
しており，日本透析医学会の統計調査によると65歳
以上の高齢者は2018年には66.9%と著明に高齢化し
ていた 1 ）．
　このような高齢透析患者の人生最終段階における
医療（終末期医療）において，患者をどのように看
取るか，どのような緩和ケアを行うかが重要な課題
となっている．そこで長崎腎病院（当院）で取り組
んでいる人生最終段階の透析患者の透析の見合わせ
および中止の現状とその課題について検討した．

アドバンス・ケア・プランニング ： Advance 
Care Planning（ACP）とアドバン・ディレク

イブ（事前指示書）（Advance Directives）

　アドバンス・ケア・プランニングとは将来の医療
およびケアについて，患者を主体に，その家族や近
い人，医療，ケアチームが繰り返し話し合いを行い，
患者の意思決定を支援するプロセスのことであり，
患者の人生観，希望に沿った将来の医療およびケア
を具体化することを目標にすることである．具体的
には患者の意思を尊重した医療およびケアを提供
し，尊厳ある生き方を実現することである．患者が
意思を明らかにできる時から繰り返し話し合いを行
い，その意思を共有することである，ACPにおけ
る話し合いの内容は，将来の変化に備え患者の意思
を尊重した医療およびケアを提供し，人生の締めく
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くりの時期に寄り添うために必要と考えられる内容
について話し合うことである 2 ）．
　患者の意思が確認できなくなったときにも，それ
までのACPをもとに患者の意思を推測することが
できる．なお，かかりつけ医を中心に多職種が協力
し，地域で支える視点が必要である．
 アドバンス・ディレクテイブとは，患者が将来判
断能力を失った際，自らに行われる医療行為に対す
る意向を前もって示すことで，事前指示書として共
有される．さらに，生命維持治療の差し控え，急変
時または末期状態で心停止・呼吸停止の場合に蘇生
処置をしないＤＮＡＲ（Do Not Attempt Resusci-

tation）という意思表示による取り決めがある．
　以上の関係を図 1 に示した．

人生最終段階における医療・ケアの 
決定プロセスに関するガイドライン

　平成30年に厚生労働省から人生の最終段階におけ
る医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン
が出された（表 1 ) 3 ）．人生の最終段階における医療・
ケアのあり方として，医師等の医療従事者から適切
な情報の提供と説明がなされ，それに基づいて医療・
ケアをうける本人が多専門職種の医療・介護従事者
から構成される医療・ケアチームと十分な話し合い

アドバンス・ケア・プランニング
（ＡＣＰ）

生命維持治療の差し控え
（ＤＮＡＲなど）

アドバンス・ディレクテイブ（事前指示書）

前もって今後の治療や
療養場所などに関して医療者
や患者などと話し合う自発的な
プロセス

患者が将来判断能力を
失った際、自らに行われる
医療行為に対する意向を
前もって示す

急変時または末期状態で

心停止・呼吸停止の場合
に蘇生処置をしないという
取り決め

図 1

１ 人生の最終段階における医療・ケアの在り方
① 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基ついて医療・ケアをう

ける本人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な
話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における
医療・ケアを進めることが最も重要な原則である。

② 人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内
容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を
基に慎重に判断するべきである。

③ 医療・ケアチームにより可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族
等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行うことが必要である。

④ 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本ガイドラインでは対象としない。

２ 人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続。
① 本人の意思の確認ができる場合
② 本人の意思の確認ができない場合
③ 複数の専門家からなる話し合いの場の設置。

厚生労働省 改訂平成30年３月

表 1 　人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン
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を行い，本人による意思決定を基本としたうえで，
人生の最終段階における医療・ケアを進めることが
最も重要な原則であるとしている．医療・ケア行為
の開始・不開始，医療・ケア内容の変更，医療・ケ
ア行為の中止等は，医療・ケアチームによって，医
学的妥当性と適切性を検討する．
　医療・ケアチームにより可能な限り疼痛やその他
の不快な症状を十分に緩和し，本人・家族の精神的・
社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行うこ
とが必要である．生命を短縮させる意図をもった積
極的安楽死は，本ガイドラインでは対象としないと
している．

わが国の透析患者の現況

　日本透析医学会の統計調査によると，わが国の透
析患者数は年々増加し，2018年末の透析患者数は
339,841人に達し，患者の平均年齢は68.75歳で，最
も多い原疾患は糖尿病性腎症（39.0％），次いで慢
性糸球体腎炎（26.8％），第 3 位は腎硬化症であっ
た（10.8％）．2018年の透析導入患者数は40,468人，
平均年齢は69.99歳であり，2008年の導入患者数
37,479，平均年齢は67.2歳に比し高齢化していた．
原疾患では糖尿病性腎症が最も多く42.3％であった
が，2018 年の年間死亡患者数は33,863人であり，年
間粗死亡率は10.0％であった．主要死因は心不全

（23.5%），感染症（21.3%），悪性腫瘍（8.4%）の順

であった 1 ）．以上のように，わが国の透析患者は高
齢化しており，種々の合併症を有する糖尿病性腎症
が多く，加えて認知症を有する患者も多い．摂食障
害や誤嚥性肺炎などのために高齢透析患者の生命予
後はきわめて悪い．当院における65歳以上の高齢透
析患者の613例の死亡原因の頻度は感染症が40％を
占めており，その内訳は肺炎が57.7％，敗血症が
37.1％であった．

維持血液透析の開始と継続に関する 
意思決定プロセスについての提言

　日本医師会が2008年に「終末期医療に関するガイ
ドライン」を作成した．これを受けて日本透析医学
会においても2014年に日本透析医学会血液透析療法
ワーキンググループ：透析導入と継続中止を検討す
るサブグループから，維持血液透析の開始と継続に
関する意思決定プロセスについての提言がなされた
4 ）．維持透析血液透析見合わせ時の意思決定プロセ
ス」は 5 つの提言からなっている．提言 1 は，患者
への適切な情報提供と患者が自己決定を行うに際の
支援．提言 2 は，自己決定権の尊重で，提言 3 は，
同意書の取得，提言 4 は維持血液透析の見合わせを
検討する状況，提言 5 は，維持血液透析見合わせ後
のケア計画である（図 2 ）．患者に判断能力がある
か？　判断能力があれば，患者の意思は明確か？　
患者，家族，福祉担当者への告知を行い，医療チー

図 2 　維持血液透析見合わせ時の意思決定プロセス
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ムが情報を共有する．患者の意思が明確でない場合
または患者の判断能力がなく家族がいる場合は，家
族と医療チームと話し合いのもと患者の意思を推定
し合意内容を文書化する．患者に判断能力がなく，
家族がいない場合も医療チームとの話し合いのもと
に患者の意思を推定し合意内容を文書化する．患者
に判断能力がなく家族もいない場合で患者の意思が
推定できない場合は，複数の委員からなる委員会（当
院は倫理委員会）で検討し，患者の尊厳生と命の終
焉
えん

としての尊厳死を尊重したうえで医療チームに助
言を行う．日本では尊厳死としての透析中止が法的
にはまだ保護されているとはいえない．しかしなが
ら透析の開始と継続に関する意思決定プロセスにつ
いての提言に従った意思決定がなされているならば
法的には問題がないと考えられる．

事前指示書

　当院においては2008年から入院患者を中心に事前
指示書の取得を開始しているが，その取得率は入院
死亡患者で2008年度は30％であったが，事前指示書
の提出を啓発することにより事前指示書の取得率は
年々増加し，2018年度は100%であった（図 3 ）．事
前指示書の内容は，現在の医学的常識では回復の可
能性がきわめて低い状態で，点滴による水分の補給，
鎮痛薬・鎮静薬を含む薬物療法，血液透析の継続，
人工呼吸器の装着，心臓マッサージなどを希望する
か意思表示してもらう．2018年度における事前指示
書は，死亡患者50名中，その内訳は点滴による水分
の補給および鎮痛薬・鎮静薬を含む薬物療法は

80％，血液透析の継続は40%で，人工呼吸器装着は
4 ％，心臓マッサージは 2 ％の希望であった．当院
においては，透析患者の高齢化にともない多くが意
識障害，認知症や精神神経疾患などを有しており意
思表示できない高齢入院透析患者が多く，事前指示
書の署名は，約80–90%が家族による代理判断となっ
ていた．
　本人が意思表示できる時期に事前指示書を取得で
きたら，事前指示書に従った看取りを行えるように
なり，本人の尊厳死が尊重できると考えられる．
　意思決定プロセスにおいて，患者に判断能力がな
く家族もいない場合で患者の意思が推定できない場
合は，倫理委員会で検討することになる．当院にお
ける倫理委員会メンバーは，理事長，院長，薬剤課
長，医療課，看護課，血液浄化センター看護課，ク
リニック看護課に加え，外部委員として精神科医と
併設のこくら庵施設長とで構成されている．外部委
員を構成委員に加えることが重要である．

当院における透析差し控え・継続中止

　当院における透析非導入・中止の症例の全死亡患
者に占める割合は，2008年は15.2％であったが，
2018年は36%であった（図 4 ）．また，長崎県にお
ける2012年–2014年の年間のアンケート調査では，
導入見合わせが死亡患者の20.6%であった．そのう
ち非導入が 9 ％であり，その理由の一番は重度の認
知症で33%，末期がん：20％，患者拒否が15％，重
篤な脳血管障害が12.5％，重度の心肺機能障害が
10％であった 5 ）．一方，透析中止例は11.6%であり，
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図 3 　入院死亡患者の事前指示書取得率（2008年–2018年：桜町病院–長崎腎病院）
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中止の理由は透析困難が62％，重度の循環器障害と
患者拒否がそれぞれ10%，末期がんが 5 ％であった
9 ）．なお，透析中止から死亡までの期間は， 9 –12
日が多く，患者の病態・重症度の違いによりさまざ
まであった．

人生最終段階における緩和ケア

　人生最終段階を看る医療チームは，維持血液透析
の見合わせおよび中止する患者の緩和ケアのため
に，患者の尊厳を尊重したケア計画を家族とともに
策定し，効果的な緩和ケアを行う必要がある．家族
とともに患者の意向を定期的に確認または更新する
必要がある．医療チームは，維持血液透析を見合わ
せまたは中止する患者に出現すると予測される症状
を具体的に説明するとともに症状を緩和するため
に，緩和ケアの専門知識を持つ専門家にも関わって
もらいながら患者を看取るのが望ましい．
　家族とともに患者が好きな場所で最期を迎えるこ
とができるように配慮し，家族に対しては看取りの
時および看取り後も精神的および社会的な支援を行
う必要がある．

おわりに

　透析患者の高齢化にともない，透析医療の現場に
おいて人生最終段階の医療・緩和ケアの取り組みが
課題となってきた．維持透析血液透析見合わせ時の
意思決定プロセスについての提言を踏まえながら，
透析の見合わせおよび中止の意思決定のプロセスを
遵守する必要がある．当院における事前指示書の取

得の現状とその活用，維持透析の導入の差し控えお
よび中止の現況について解説した．

〈本論文は第73回国立病院総合医学会シンポジウム「腎
疾患のエンドオブライフケア」において「人生最終段
階の医療：透析非導入（差し控え）・継続中止における
事前指示書の活用」として発表した内容に加筆したも
のである．〉

著者の利益相反：本論文発表内容に関連して申告な
し．
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5図 4 　死亡患者の内の透析非導入・継続中止の症例（2008–2018年：桜町病院–長崎腎病院）


